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野
焼
き

（
特
に
自
宅
敷
地
内
で
の

ゴ
ミ
の
焼
却

）
に
関
す
る
苦
情
が
多

数
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す

。

　
野
焼
き
は

、
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
に
よ
り

、
伝
統

行
事
そ
の
他
止
む
を
得
な
い
事
由
を

除
き
禁
止
さ
れ
て
お
り

、
違
反
者

は

、
罰
金
及
び
懲
罰
の
対
象
と
な
り

ま
す

。

　
ま
た

、
事
業

（
自
営
業

）
活
動
に

伴

っ
て
生
じ
た
廃
棄
物
は

、
同
法
律

に
基
づ
き

、
産
業
廃
棄
物
扱
い
に
な

り
ま
す
の
で

、
自
ら
の
責
任
に
お
い

て
適
正
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す

。

　
以
上
の
こ
と
を
十
分
に
認
識
さ
れ

対
応
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す

。

　
九
月
二
十
三
日

（
月

）
は

、

祝
日
の
た
め

『
可
燃
ご
み

』
の

収
集
は
あ
り
ま
せ
ん

。

　
該
当
す
る
地
区
の
方
は

、
次

回
　
収
集
日
に
搬
出
さ
れ
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す

。

　
な
お

、
防
災
行
政
無
線
は

、
毎
日
正
午
の
音
楽

チ
ャ
イ
ム
と

、
午
後
０
時
十
五
分
・
午
後
八
時
に

お
知
ら
せ
の
定
時
連
絡
を
必
要
に
応
じ
て
随
時
放

送
し
て
い
ま
す

。

　

「
防
災
の
日

」
は

、
一
九
二
三
年

（
大
正
十
二
年

）
の
こ
の
日

、
関
東
大
震
災
が
起
こ
り
ま
し

た

。
そ
の
大
惨
事
を
忘
れ
な
い
た
め

、
ま
た
台
風
の
被
害
の
多
い
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら

、
一
九

六
〇
年

（
昭
和
三
十
五
年

）
に
国
土
庁

（
国
土
交
通
省

）
が

、
関
東
大
震
災
の
惨
事
を
教
訓
と
し

て
防
災
意
識
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
に
制
定
し
た
も
の
で
す

。

　
近
年

、
大
雨
や
台
風
に
よ
る
被
害
が
全
国
で
多
発
し
て
い
ま
す

。
今
か
ら
の
時
期

、
台
風
等
に

よ
る
被
害
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

。

　
ま
た

、
地
震
で
は
布
田
川
日
奈
久
断
層
に
よ
る
発
生
が
高
い
確
率
で
心
配
さ
れ
て
い
ま
す

。
各

家
庭
で
も

、
台
風
や
地
震
へ
の
必
要
な
備
品
な
ど
の
準
備
と
と
も
に
避
難
所
や
家
族
の
連
絡
方
法

等
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す

。

　
八
代
市
鏡
地
域
福
祉
推
進
協
議
会
主
催

の
八
代
市
鏡
町
敬
老
会
を
左
記
の
日
程
で

開
催
い
た
し
ま
す

。

世帯

（　　）は前月比

　
飼
い
犬

（
猫

）
に
関
す
る
苦
情
が

多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す

。

　
散
歩
中
な
ど
の
フ
ン
害
処
理
は

、

飼
い
主
が
責
任
を
も

っ
て
行

っ
て
く

だ
さ
い

。

　
ま
た

、
放
し
飼
い
は

、
地
域
住
民

や
通
学
・
通
行
人
な
ど
に
危
害

（
迷

惑

）
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
り

、
飼

い
主
の
責
任
問
題
に
つ
な
が
り

、
飼

い
主
の
マ
ナ
ー

の
徹
底
が
求
め
ら
れ

ま
す

。

　
以
上
の
こ
と
を
十
分
に
認
識
さ
れ

対
応
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す

。

　　
一
般
廃
棄
物

（
ご
み

）
に
関
す

る
苦
情
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す

。

　
※
一
般
廃
棄
物

（
ご
み

）
は

、

方
法
・
場
所
・
期
日
等
を
き
ち
ん

と
守
り
搬
出
し
て
く
だ
さ
い

。

　
な
お

、
搬
出
状
況
が
悪
い
場
合

は

、
回
収
で
き
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

。

　
ま
た

、
不
法
投
棄
は

、
罰
金
及

び
懲
罰
の
対
象
と
な
り
ま
す

。

　
以
上
の
こ
と
を
十
分
に
認
識
さ

れ

、
対
応
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す

。

　
※
可
燃
ご
み

（
指
定
袋
使
用

）

は

、
午
前
８
時
ま
で
に

、
資
源
ご

み

（
分
別
・
洗
浄
後

）
は

、
各
地

区
で
定
め
ら
れ
た
時
間
ま
で
に
搬

出
し
て
く
だ
さ
い

。

　　
搬
出
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物

（
ご

み

）
は

、
午
前
８
時
以
降
に
指
定

業
者
が
回
収
い
た
し
ま
す

。

　
な
お

、
当
日
の
搬
出
量
や
天
候

等
の
諸
事
情
に
よ
り

、
回
収
時
間

は
前
後
い
た
し
ま
す

。

(△1）
人

鏡支所だより
－第78－

鏡支所管内の人の動き（7月末現在）

【世帯数】
【人口数】平成25年9月1日発 行 日 (△3）

5,637
15,443

編 集
人 （△4）（男） 7,210発 刊
人 （1）（女） 8,233

八代市鏡支所

～知っておくと便利です～ 
○八代市広域消防本部では、災害情報を災害情報ダイヤルでお知らせしています。 

  災害情報ダイヤル：「０１８０－９９９－１９４」 

○八代市では、携帯電話のメールによる災害情報の配信を行っています。 

  「alreg@ns2.yatsushiro.org」に空メールを送り、返信されてきたメールに従い登録を 

 してください。 

○大きな災害の発生時、気がかりなのが家族や知人の安否。 

  ①NTT西日本「災害用伝言ダイヤル」 

   「171」をダイヤルし、音声ガイダンスに従って伝言の録音、再生を行ってください。 

  ②携帯災害用伝言板サービス 

   携帯電話会社は災害時に携帯電話で安否確認が出来る「災害用伝言板サービ 

  ス」を提供しています。利用方法は携帯電話会社により異なりますので確認をして 

  ください。 

 ～平成25年度 鏡町敬老会～ 

 

★日 時  平成25年9月23日（月） 午前9時30分開会（午前9時00分受付開始） 

★場 所  農事研修センター（旧改善センター） 

★対象者  鏡町にお住まいの76歳以上の方（昭和13年4月1日以前に生まれ 

       た方）へご案内します。 

★注意事項 

 ※対象者の方には、9月上旬に案内状が配布されます。 

 ※当日は、必ず配布された封筒をご持参ください。 

 

 全国では毎年3万人を超える自殺者がみられ、大きな話題となっていましたいましたが、いろいろな対

策により、平成24年度はわずかに減少しました。自殺の重要な背景にはうつ、ストレス、不眠等のこころ

の健康問題があるといわれています。こころの健康、特にうつを予防するために、病気の正しい知識、ま

たうつの人を支える家族や周囲の人の対応について、一緒に考えてみましょう。 



　
八
月
四
日

（
日

）
に
鏡
校
区
体
育
協

会
夏
季
大
会
が
鏡
体
育
館
に
て
行
わ
れ

ま
し
た

。

　
各
大
会
の
入
賞
支
部
は
左
記
の
と
お

り
で
す

。

　
参
加
い
た
だ
い
た
各
支
部
の
皆
さ
ん

大
変
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た

。

　
十
月
は
校
区
民
体
育
祭
も
あ
り
ま
す

の
で

、
み
な
さ
ん
の
ご
参
加
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す

。

　
※
野
球
に
つ
い
て
は

、
雷
雨
の
た
め

中
止
と
な
り
ま
し
た

。

【
ソ
フ
ト
バ
レ
ー

ボ
ー

ル
男
子

】

　
　
優
　
勝
　
塩
浜
　
支
部

　
　
二
　
位
　
津
口
　
支
部

　
　
三
　
位
　
芝
口
　
支
部

【
ソ
フ
ト
バ
レ
ー

ボ
ー

ル
女
子

】

　
　
優
　
勝
　
内
田
　
支
部

　
　
二
　
位
　
宝
出
　
支
部

　
　
三
　
位
　
芝
口
　
支
部

平成２５年１０月７日（月）～１１日（金）１４時～１６時（全５日間）

八代公民館（新地町６－３）℡３４－３４７９

名簿の作り方や表計算の利用法など

市内在住で１８歳以上の人、２０名（申込多数の場合は抽選）

※貸出しパソコンは数に限りがありますので、パソコンはお持ち込みください。

３，５００円（テキスト代含む）

官製ハガキに、住所、ふりがな、氏名、年齢、性別、電話番号、持込まれるパソコンのエク

セルのバージョン（２００３、２００７、２０１０など）を記入し、〒８６６－０８６３八代市西松江

城町２―１８八代市代陽公民館（パソコン教室係）へ

※電話での申込は出来ません。

９月２０日（金）必着

※受講生には講習初日の７日前までに受講票を送付します。抽選の結果、当選

されなかった人にも、通知を行います。

生涯学習課　　℡３０－１１１０　　代陽公民館　　℡３１－５５０７

と き

と こ ろ

内 容

定 員

受 講 料

申込方法

申込締切

問合せ先

 
八
月
九
日

（
金

）
午
後
一
時
三
十
分

か
ら

、
鏡
支
所
三
階
大
会
議
室
に
お
い

て

、
第
一
回
鏡
地
域
協
議
会
設
立
準
備

委
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

。
設
立
準

備
委
員
に
は

、
各
地
域
や
団
体
か
ら
四

十
三
名
の
委
員
が
就
任
さ
れ
ま
し
た

。

　
地
域
協
議
会
設
立
ま
で
の
検
討
項
目

や
ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル
が
説
明
さ
れ
た
後

、

各
委
員
の
皆
さ
ん
は

、
六
班
に
分
か
れ

各
班
ご
と
に

、
鏡
町
の
強
み
や
弱
み
等

を
話
し
合
わ
れ

、
鏡
町
の
現
状
を
再
認

識
さ
れ
て
い
ま
し
た

。

　
今
後

、
設
立
準
備
委
員
会
は

、
地
域

協
議
会
が
設
立
さ
れ
る
来
春
ま
で

、
月

一
回
程
度
開
催
さ
れ
る
予
定
で
す

。

　
設
立
準
備
委
員
会
の
様
子
は

、
支
所

だ
よ
り
で
随
時
報
告
し
て
い
き
ま
す

。

 地域協議会は、自治会だけで対応できない

課題、あるいは広域的な課題への対応、また

人材の確保などを図るために設置するもので

す。 

 一方、自治会は、小さい単位で、地域の親

睦と住みよいまちづくりを担う自立した地縁団

体であり、役割が違います。 

 自治会は、地域協議会を構成する重要な組

織です。 

 先行地域と一緒に課題や問題点を検証

し、適宜、各地域へ報告していきます。そ

の結果を踏まえ、地域の皆さんで十分話し

合い、協議が整ったときに地域協議会の設

立をお願いします。 

組織づくりや事業計画など、地域に必要な

ことを住民の皆さんとじっくり検討しましょう。 

 法律で定められた事業や、学校教育、道路整

備など行政でなければできないことは行政が責

任をもって実施していきますが、「個人で出来る

ことは個人で解決する（自助）」「個人で解決で

きないものは地域で解決する（共助）」「地域で

解決できないものは行政で解決する（公助）」の

考え方のもと、地域（地域協議会）と役割分担

を行うものです。例えば、近所の公園の清掃等

は地域で担っていただき、市は大規模な工事を

行ったり、新しい公園をつくるといった役割を担

うといったことなどがあげられます。 

 市内の各地域にはそれぞれに地域特性が

あり、抱える課題も異なっています。一方、市

が提供するサービスは全市的な観点から一

律・公正・公平を基本としてきました。このこと

から必ずしも的確に地域課題に対応できたと

は言えません。これからは地域協議会によっ

て自分たちで地域課題の解決を図ることが

出来るようになります。また、設立を契機とし

て類似事業の整理や効率的な実施方法を考

えることも可能になります。 

 防犯、防災、子育て、青少年育成、高齢者

福祉、環境問題など地域で抱える課題は増大

しています。一人で解決しようとしてもうまくい

きませんが、多くの人が集まれば問題の解決

も早くなります。 

 地域に住む子どもから高齢者までが、地域

の公益活動に参加することで、活動が活発に

なり、地域は大きく生まれ変わります。 

 多くの方々に、まちづくりについて考えてい

ただくことが、まちづくりの第一歩となります。 


